
都市建設委員会審査日程表  

  

日  時  令和８年３月３日（火）  

午前９時３０分開議  

場  所  第３・４委員会室  

 

 

第１  議案第２８号  流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制

定について  

 

第２  議案第２７号  流山市占用料条例の一部を改正する条例の制定

について  

 

第３  議案第１８号  令和８年度流山市土地区画整理事業特別会計予

算  

 

第４  議案第１９号  令和７年度流山市土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号）  

 

第５  議案第２５号  流山市初石駅施設整備基金条例を廃止する条例

の制定について  

 

第６  議案第２９号  東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の

委託に関する協定の変更について  

 

第７  議案第２６号  流山市都市公園条例等の一部を改正する条例の

制定について  

 

第８  議案第２１号  専決処分の承認を求めることについて（令和７年

度流山市水道事業会計補正予算（第２号））  

 

第９  議案第２２号  令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第３

号）  



第１０  議案第２４号  令和７年度流山市下水道事業会計補正予算（第２

号）  

 

第１１  議案第２０号  令和８年度流山市水道事業会計予算  

 

第１２  議案第２３号  令和８年度流山市下水道事業会計予算  

 

第１３  所管事務の継続調査について  
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令和８年第１回定例会 

都 市 建 設 委 員 会 

議 案 第 ２ ８ 号  資 料 

 

「流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」  

１  改正の背景及び理由  

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されて

いたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル（木樽）に放熱設備

（サウナストーブ）を設置する事例が全国で増加している。  

一方、現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置すること

を想定したものとなっているため、こうした屋外等のテント等に設置

される消費熱量が小さいサウナ設備（以下「簡易サウナ」という。）

の特性に応じた基準を定める必要性が生じている。  

このような状況を受け、対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める

省令（平成１４年総務省令第２４号）及び対象火気設備等及び対象火

気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年消防庁告示第１号）が

一部改正され、簡易サウナに係る基準が追加されたことから、本市に

おいても流山市火災予防条例（昭和３７年流山市条例第１２号）を改

正し、簡易サウナの位置、構造及び管理の基準を定めるものである。  

また、令和６年１月１日に発生した所謂「令和６年能登半島地震」

では最大震度７を記録し、それに伴い輪島市朝市通り周辺では火災が

発生し、被害状況は焼失面積約４９，０００平方メートル、焼損棟数

約２４０棟と大規模火災となった。こうしたことから、当該大規模火

災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会の報告書において、

大規模な地震時の住宅火災における電気火災対策として、感震ブレー

カーの普及促進が必要である、と提言され火災予防条例（例）（昭和

３６年１１月２２日付け自消甲予発第７３号）が一部改正されたこと

から、本市においても感震ブレーカーの普及を促進すべきであると考

え、条例の一部を改正するものである。  

施行期日  

                       令和８年３月３１日  
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２  主な改正の内容  

 『簡易サウナ設備』の新設  

     -流山市火災予防条例第７条の２関係 - 

 

 【流山市火災予防条例第７条の２第１項】  

  屋外等のテント及びバレルに設ける放熱設備（サウナストーブ）で

あって、定格出力６ kw以下の薪又は電気を熱源とするものを「簡易サ

ウナ設備」として新たに定義。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消 防 庁 資 料 よ り 引 用  

 【流山市火災予防条例第７条の２第１項  第１号】  

  放熱設備（サウナストーブ）と周囲の可燃物との離隔距離として、

可燃物が１００℃を超えない距離又は可燃物が引火しない距離（可燃

物の表面温度が２００℃～３００℃を超えない距離）のいずれかが確

保されればよい。  

 

 

 

 

 

 

 

消 防 庁 資 料 よ り 引 用  

1 

テ ン ト 型 サ ウ ナ  バ レ ル 型 サ ウ ナ  
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【流山市火災予防条例第７条の２第１項  第２号】  

 温度が異常に上昇した場合、熱源を遮断することができる手動及び

自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とするものは火災が発生

した際に、速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代

えることができる。  

 

流山市火災予防条例第７条の２第２項】  

 簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準について構造が類似し

ている炉とストーブの基準を準用。  

 

    『一般サウナ設備』へ名称変更  

     -流山市火災予防条例第７条の３関係 - 

 

 簡易サウナ設備以外のサウナ設備（浴場等のサウナ室に設けるサウ

ナストーブ）を、一般サウナ設備として改正し定義する。  

 

     火を使用する設備等の届出  

     -流山市火災予防条例第４４条関係 - 

 

 簡易サウナ設備について、相対的に火災危険が低いと考えられる個

人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出が必要。  

 

 

参  考  放熱設備（サウナストーブの主な方式）  

    

 

 

 

 

 

 

 

２  

２  

３  

輻 射 式 （ 薪 ス ト ー ブ ）  対 流 式 （ 薪 ス ト ー ブ ）  

蓄 熱 輻 射 式 （ 電 気 ス ト ー ブ ）  

輻 射 対 流 式 （ 電 気 ス ト ー ブ ）  

消 防 庁 資 料 よ り 引 用  
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      火災予防条例に『感震ブレーカー』を明記  

     -流山市火災予防条例第２９条の７関係 - 

 

 住宅における火災の予防を推進するための施策に「感震ブレーカ

ー」の普及促進を明記。  

 感震ブレーカーとは？  

地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断する装置で、大規

模地震時の停電から復旧時に発生する電気火災（通電火災）を防ぐ

ためのものです。  

 

 

 

参  考  大規模地震時における電気火災の発生状況について  

 

 

 

参  考  大規模地震時における電気火災の発生状況について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  

消 防 庁 資 料 よ り 引 用  
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流山市火災予防条例の一部を改正する条例新旧対照表 

流山市火災予防条例（昭和37年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（簡易サウナ設備） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設ける

テント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又は

バレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをい

う。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであ

り、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び

構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対

象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源

とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際

に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでな

い。 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基

準については、第３条（第１項第１号、第10号から第12号まで、第14号及

び第17号から第18号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除

く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（一般サウナ設備） （サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室

に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）の

位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対
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改正後 改正前 

象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

(2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装置を設けること。 

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断する

ことができる手動及び自動の装置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、構造及び管理の基

準については、第３条（第１項第１号及び第10号から第12号までを除

く。）の規定を準用する。 

 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１号及び第10号から第12号までを除く。）の

規定を準用する。 

 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第29条の７ 市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施

策の実施に努めるものとする。 

第29条の７ 市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施

策の実施に努めるものとする。 

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通

報、避難等に資する住宅用防災機器、感震ブレーカーその他の物品、機

械器具及び設備の普及の促進 

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通

報、避難等に資する住宅用防災機器        その他の物品、機

械器具及び設備の普及の促進 

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動

の促進 

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動

の促進 

２ 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の３第１項に

定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認

められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとす

る。 

 

２ 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の３第１項に

定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認

められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとす

る。 

 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その

旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その

旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 

(1) 熱風炉 (1) 熱風炉 

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 (2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の

住居に設けるものを除く。） 

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の

住居に設けるものを除く。） 
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改正後 改正前 

(3)の２ 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力

の合計が350キロワット以上の厨房設備 

(3)の２ 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力

の合計が350キロワット以上の厨房設備 

(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあって

は、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。） 

(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあって

は、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。） 

(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設

けるもの又は労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第１条第３

号に定めるものを除く。） 

(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設

けるもの又は労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第１条第３

号に定めるものを除く。） 

(6) 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） (6) 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） ＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(7) 一般サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） (7) サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(7)の２ 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 (7)の２ 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 

(8) 火花を生ずる設備 (8) 火花を生ずる設備 

(8)の２ 放電加工機 (8)の２ 放電加工機 

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力50キロワット以下のものを除

く。） 

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力50キロワット以下のものを除

く。） 

(10) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。） (10) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。） 

(11) 燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除

く。） 

(11) 燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除

く。） 

(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの（第

12条第４項に定めるものを除く。） 

(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの（第

12条第４項に定めるものを除く。） 

(13) 蓄電池設備（蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。） (13) 蓄電池設備（蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。） 

(14) 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 (14) 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 

(15) 水素ガスを充塡する気球 

 

(15) 水素ガスを充塡する気球 

 

 



▶ 流山市 占用料条例の一部を改正する条例 （案） 概要版

▶ 改正の考え方▶ 改正に至る背景と目的

◼ 占用料の定め方

①定額方式

占用数が多い占用物件は、事務の簡略化を図るために、市域の固定資産税評価額から算出

する一般的な地価に、使用料率 （国土交通省において定める定率）と修正率（国土交通省

において定める定率）を掛けた定額方式としている。

②定率方式

その他の占用物件は、近隣の地価（時価）に、使用料率（国土交通省において定める定率）

と修正率（国土交通省において定める定率）を掛けた定率方式としている。

◼ 主な占用者は、電気、通信、ガス等に係わる公益企業として、流山市民の安心安全な

生活を守るために安定的な供給を継続する目的があることから、既存の占用物件については、

経営の安定に一定の配慮を行い、令和８年度から令和１０年度までの３年間で、段階的に令和

6年度の固定資産評価額に合わせた占用料としていく

（国土交通省の占用料に係る運用と同様な扱い（「占用料の激変緩和措置」））

◼ 今回の改定による令和８年度の市税の増収見込み額は、約2,000万円である。

（令和９年度、令和１０年度も段階的に同額程度増収見込み）

◼ 上記と別で、次回、令和９年度の固定資産税評価算定を反映した占用料改正手続きを

令和10年度に行い、令和１１年度当初の占用料改正を行う。

(参考)他市の占用額 (電柱・電線類等)

流山市土木部
令和8年3月3日
都市建設委員会説明資料

◼ 固定資産税評価額に応じた占用料を設定

◼ インフラ維持管理の安定的な財源確保
目 的

項目 単位 松戸市 柏市 野田市

R8.4予定 R7.4.1～ H26.4.1～

第１種電柱 1本につき1年 2,000円 1,483円 1,110円

第１種電話柱 1本につき1年 1,790円 1,298円 450円

その他の柱類 1本につき1年 180円 132円 2,410円

共架電柱その他上空に設ける線類 長さ１ｍにつき１年 18円 13円 ー

地下に設ける電線その他の線類 長さ１ｍにつき１年 11円 7円 ー

広告塔 表示面積1㎡につき1年 8,550円 6,964円 4,640円

その他のもの 占用面積1㎡につき1年 3,580円 2,649円 ー

▶ スケジュール

令和８年1月 主な占用事業者に個別事前説明（他の事業者には文書にて通知)

令和８年２月 改正条例案を上程

令和８年３月 議案審議

令和8年３月 改正条例交付

令和８年４月1日 条例施行 ・ 新料金導入

背景：流山市の地価・占用料の状況

◼ 地価の上昇
⚫ 平成28年度以降、流山市内の地価が大幅に上昇

⚫ 固定資産税評価額も上昇。最新の固定資産税評価は令和６年度。

◼ 占用料の算定基準
⚫ 民間地価（固定資産税評価額等）を反映

出典：国土交通省「道路占用料改定のポイント」

⚫ 平成28年度に改定した占用料は、現状の地価水準に見合っていない

用途 地点 過年 Ｒ７ 変化率

商業 西初石 163,000円（H28） 212,000円 ＋30％

住宅 美田 103,000円（H28） 132,000円 ＋28％

料金改定の必要性

道路・河川の占用料

を見直し

地価変動の例
（公示地価）



▶ 流山市 占用料条例の一部を改正する条例 （案） 概要版

▶ 道路に係る定額方式の変更額

流山市土木部
令和8年3月3日
都市建設委員会説明資料

占 用 物 件 単 位 占 用 料 の 額 現状と令和10
年度の比較
上昇率

備考

現状 令和8年度 令和9年度 令和10年度

第１種電柱 1本につき1年 １，１８０円 １，４６０円 １，７５０円 ２，０４０円 １．７倍

第2種電柱 １，８１０円 ２，２５０円 ２，６９０円 ３，１４０円 １．７倍

第3種電柱 ２，４５０円 ３，０４０円 ３，６３０円 ４，２３０円 １．７倍

第1種電話柱 １，０５０円 １，２９０円 １，５４０円 １，７９０円 １．７倍

第2種電話柱 １，６９０円 ２，０８０円 ２，４８０円 ２，８８０円 １．７倍

第3種電話柱 ２，３２０円 ２，８７０円 ３，４２０円 ３，９８０円 １．７倍

その他の柱類 ９７円 １２０円 １５０円 １８０円 １．９倍

共架架線その他上空に設ける線類 長さ１mにつき1年 １１円 １３円 １５円 １８円 １．６倍

地下に設ける電線その他の線類 ６円 ７円 ９円 １１円 １．８倍

路上に設ける変圧器 1個につき1年 ９５０円 １，２３０円 １，５１０円 １，７９０円 １．９倍

地下に設ける変圧器 占用面積1㎡につき1年 ６３０円 ７８０円 ９３０円 １，０９０円 １．７倍

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話 1個につき1年 １，９４０円 2，510円 ３，０８０円 ３，６５０円 １．９倍

郵便差出箱及び信書便差出箱 ８２０円 1，050円 １，２９０円 １，５３０円 １．９倍

広告塔 表示面積1㎡につき1年 ５，７８０円 ６，６４０円 ７，５１０円 ８，３８０円 １．４倍

その他のもの 占用面積1㎡につき1年 １，９４０円 ２，５１０円 ３，０８０円 ３，６５０円 １．９倍

外径が0.07ｍ未満のもの 長さ1mにつき1年 ４４円 ５５円 ６６円 ７７円 １．８倍

0.07ｍ以上0.1m未満のもの ６３円 ７８円 ９４円 １１０円 １．８倍

0.1m以上0.15m未満のもの ９５円 １１０円 １３０円 １６０円 １．７倍

0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの １２０円 １５０円 １８０円 ２２０円 １．８倍

0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの １９０円 ２３０円 ２８０円 ３３０円 １．７倍

0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの ２５０円 ３１０円 ３７０円 ４４０円 １．８倍

0.4m以上0.7ｍ未満のもの ４４０円 ５５０円 ６６０円 ７７０円 １．８倍

0.7ｍ以上1m未満 ６３０円 ７８０円 ９３０円 １，０９０円 １．７倍

１ｍ以上のもの １，２６０円 １，５７０円 １，８８０円 ２，１９０円 １．７倍

鉄道・軌道・歩廊・雪よけ等 占用面積1㎡につき1年 １，９４０円 ２，５１０円 ３，０８０円 ３，６５０円 １．９倍



▶ 流山市 占用料条例の一部を改正する条例 （案） 概要版

▶ 道路に係る定額方式の変更額

流山市土木部
令和8年3月3日
都市建設委員会説明資料

占 用 物 件 単 位 占 用 料 の 額 現状と令和10
年度の比較
上昇率

備考

現状 令和8年度 令和9年度 令和10年度

上空に設ける通路 占用面積１㎡につき１年 ２，８９０円 ３，３２０円 ３，７５０円 ４，１９０円 １．５倍

地下に設ける通路 占用面積１㎡につき１年 １，７３０円 １，９９０円 ２，２５０円 ２，５１０円 １．５倍

その他のもの 占用面積１㎡につき１年 １，９４０円 ２，５１０円 ３，０８０円 ３，６５０円 １．９倍

イベントで一時的に設けるもの 占用面積１㎡につき１日 ２９円 2３円 ２３円 ２３円 ０．８倍 激変緩和なし

イベントで一定期間設けるもの 占用面積１㎡につき１月 ５８０円 ７００円 ７００円 ７００円 １．２倍 激変緩和なし

看板 （アーチで設けるもの以外）・一時的 表示面積１㎡につき１月 ５８０円 ７００円 ７００円 ７００円 １．２倍 激変緩和なし

看板 （アーチで設けるもの以外）・一定期間 表示面積1㎡につき1年 ５，７８０円 ６，６４０円 ７，５１０円 ８，３８０円 １．４倍

標識 1本につき1年 １，５５０円 １，８１０円 ２，０７０円 ２，３４０円 １．５倍

旗ざお（イベントで一時的に設けるもの） 1本につき1日 ２９円 ２３円 23円 23円 ０．８倍 激変緩和なし

旗ざお（イベントで一定期間設けるもの） １本につき1月 ５８０円 ７００円 ７００円 ７００円 １．２倍 激変緩和なし

幕 （イベントで一時的に設けるもの） その面積１㎡につき1日 ２９円 ２３円 ２３円 ２３円 ０．８倍 激変緩和なし

幕 （イベントで一定期間設けるもの） その面積１㎡につき１日 ５８０円 ７００円 ７００円 ７００円 １．２倍 激変緩和なし

アーチ（車道を横断するもの） 1基につき１月 ５，７８０円 ６，９８０円 ６，９８０円 ６，９８０円 １．２倍 激変緩和なし

アーチ（車道を横断しないもの） １基につき１月 ２，８９０円 ３，４９０円 ３，４９０円 ３，４９０円 １．２倍 激変緩和なし

太陽光発電・風力発電設備 占用面積１㎡につき1年 ２，１１０円 ２，６２０円 ３，１３０円 ３，６５０円 １．７倍

工事用板囲、足場、詰所等 占用面積１㎡につき１年 ５８０円 ７００円 ７００円 ７００円 １．２倍 激変緩和なし

仮設店舗その他仮設建築物 占用面積1㎡につき1月 １６０円 ２００円 ２５０円 ３００円 １．９倍



議案第１８号

令和８年度流山市土地区画整理事業特別会計予算

１．歳入歳出予算

（１）歳入 （単位　千円） （２）歳出

款 項 Ｒ８年度予算額 款 項 Ｒ８年度予算額

１清算金収入 １ 清 算 金 収 入 163 １ 総 務 費 67

２ 繰 入 金 １一般会計繰入金 902
１西平井・鰭ケ崎地区
総 務 管 理 費

0

３ 繰 越 金 １ 繰 越 金 2
２鰭ケ崎・思井地区
総 務 管 理 費

67

４ 諸 収 入 １ 雑 入 1
２土地区画整
理 事 業 費

1,001

1,068
１西平井・鰭ケ崎地区
土地区画整理事業費

1

２鰭ケ崎・思井地区
土地区画整理事業費

1,000

３ 予 備 費 １ 予 備 費 0

1,068

２．主な事業内容

（１）西平井・鰭ケ崎地区

　なし

（２）鰭ケ崎・思井地区

　①清算金徴収業務（１件）　

歳　出　合　計

予算書Ｐ４７～Ｐ５０
予算説明書Ｐ６８５～Ｐ６９６

(都市建設委員会配布資料)

　（単位　千円）

歳　入　合　計



(都市建設委員会配布資料)

議案第１９号

令和７年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）

（１）繰越明許費 （単位　千円）　

予算額 年度内支出見込額 翌年度繰越額

7,700 2,560 5,140

7,700 2,560 5,140

15,400 5,120 10,280

　①環境影響評価事後調査業務委託（騒音・振動・大気質）

　　（理由）事業進捗を踏まえ繰越すもの

　①環境影響評価事後調査業務委託（騒音・振動・大気質）

　　（理由）事業進捗を踏まえ繰越すもの

（２）鰭ケ崎・思井地区

事業名

西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業

鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業

２．繰越事業内容

（１）西平井・鰭ケ崎地区

１．繰越明許費の設定

歳入合計





 

 

 

 

 







流山市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 概要 

  都市公園の占用料については、流山市占用料条例に準じた額が定められて

いるが、令和８年流山市議会第１回の定例会で流山市占用料条例の一部を改

正する条例を上程することから、道路及び河川の占用料の改正と合わせて都

市公園占用料を改定しようとするもの。 

  その他、条例を適切に運用するため、条文中の用語の定義の順序や現代社会

の実情に合っていない表現、漢字の誤りを改正しようとするものである。 

 

２ 改正内容 

 （１）流山市都市公園条例の一部改正の内容 

【改正１】 

行為許可を受ける必要がある「業としての撮影」について目的にあった現

代の撮影方法が選択できるよう内容を改正。 

・条例第３条第１項第２号において「業としての写真又は映画を撮影するこ

と」の「写真」を「静止画」、「映画」を「動画」とし、現代社会の実情に合

った撮影方法に内容を改める。 

・併せて別表第２も同内容について改めるほか、「写真機」を「撮影機」に改

める。 

 

【改正２】 

行為許可を受ける必要がある「興業」の漢字を改正。 

・条例第３条第１項第３号において「興業」を「興行」に改め、漢字の誤りに

よる意味の違いを訂正するもの。 

・併せて別表第２も同内容について改める。 

 

【改正３】 

市が管理する都市公園に係る占用料を改正。 

・条例第１７条第３項において流山市占用料条例に準じて算出した都市公園

占用料が別表第４に定められているが、改正後から流山市占用料条例の占

用料を準用する条文に内容を改める。 

・改正後は流山市占用料条例の占用料を適用するため、別表第４を削除する。 

 

 

 

令和８年第１回定例会 

都市建設委員会 

議案第２６号 資料１ 



（２）流山市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正の内容 

【改正４】 

「指定管理者」の用語の定義規定の順序を改正。 

・条例第２条の２第１項で「指定管理者」の用語の定義をしているが、その前

段で「指定管理者」の用語を使用しているため、「指定管理者」の定義を第

２条へ追加するよう改める。 

 

【改正５】 

【改正１】、【改正２】を受け、別表第５の内容を改正。 

・【改正１】、【改正２】を受け、別表第５の「写真」を「静止画」、「映画」を

「動画」、「興業」を「興行」に改める。 

 

３ 新旧対照表 

  資料２-１、２-２のとおり 

 

４ 施行日 

  （１）令和８年４月１日から施行する 

  （２）第２条については公布の日から施行する 

 

５ 参考 

  流山市都市公園条例改正に伴う、改定後の占用料について（一部抜粋） 

 

 

○流山市都市公園条例　昭和54年３月30日条例第23号別表第４（第17条関係） ※時点： R8.2.3

占用物件 改正前占用料
R8(緩和措置)

改正後占用料 上昇比
R9(緩和措置)

改正後占用料 上昇比
改正後占用料

上昇比

単位 額（円） 額（円） 額（円） 額（円）

第１種電柱 1,160 1,460 1.26 1,750 1.51 2,040 1.76

第２種電柱 1,810 2,250 1.24 2,690 1.49 3,140 1.73

第３種電柱 2,460 3,040 1.24 3,630 1.48 4,230 1.72

第１種電話柱 1,050 1,290 1.23 1,540 1.47 1,790 1.70

第２種電話柱 1,700 2,080 1.22 2,480 1.46 2,880 1.69

第３種電話柱 2,350 2,870 1.22 3,420 1.46 3,980 1.69

その他 81 120 1.48 150 1.85 180 2.22

10 13 1.30 15 1.50 18 1.80

5 7 1.40 9 1.80 11 2.20

１個につき １年 1,620 2,510 1.55 3,080 1.90 3,650 2.25

表示面積１平

方メートルに

つき

１年

5,820 6,640 1.14 7,510 1.29 8,380 1.44

占用面積１平

方メートルに

つき

１年

1,620 2,510 1.55 3,080 1.90 3,650 2.25その他のもの

法第７条

第１項第

１号に規

定する占

用物件

柱類 １本につ

き

１年

共架電線その他上空に設け

る線類

長さ１メー

トルにつき

１年

地下電線その他地下に設け

る線類

変圧塔その他これに類する

もの

広告塔
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流山市都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

流山市都市公園条例（昭和54年条例第23号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（行為の許可） （行為の許可） 

第３条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許

可を受けなければならない。 

第３条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許

可を受けなければならない。 

(1) 物品の販売又は頒布、募金その他これらに類する行為をすること。 (1) 物品の販売又は頒布、募金その他これらに類する行為をすること。 

(2) 業として静止画又は動画を撮影すること。 (2) 業として写真 又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 (3) 興業を行うこと。 

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又

は一部を独占して利用すること。 

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又

は一部を独占して利用すること。 

２ 前項の規定による許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期

間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の定める事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

 

２ 前項の規定による許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期

間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の定める事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

 

（使用料等） 

第17条 第３条第１項の許可又は第６条の変更の許可（第３条第１項に係る

ものに限る。）を受けた者は、別表第２に定めるところにより算出した額

（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の使用料を納入

しなければならない。 

２ 法第５条第１項の規定による許可を受けた者は、別表第３に定めるとこ

ろにより算出した額（公園施設の設置の期間が１月未満のものにあって

は、同表に定めるところにより算出した額に100分の10を乗じて得た額を加

えた額）（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の使用

料を納入しなければならない。 

３ 法第６条第１項又は第３項の規定による許可を受けた者は、流山市占用

料条例（平成１３年流山市条例第１９号）第３条の規定を準用して算出し

た額                                

                               の占

用料を納入しなければならない。 

（使用料等） 

第17条 第３条第１項の許可又は第６条の変更の許可（第３条第１項に係る

ものに限る。）を受けた者は、別表第２に定めるところにより算出した額

（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の使用料を納入

しなければならない。 

２ 法第５条第１項の規定による許可を受けた者は、別表第３に定めるとこ

ろにより算出した額（公園施設の設置の期間が１月未満のものにあって

は、同表に定めるところにより算出した額に100分の10を乗じて得た額を加

えた額）（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の使用

料を納入しなければならない。 

３ 法第６条第１項又は第３項の規定による許可を受けた者は、別表第４に

定めるところにより算出した額（土地の占有期間が１月未満のものにあっ

ては、同表に定めるところにより算出した額に100分の10を乗じて得た額を

加えた額）（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の占

用料を納入しなければならない。 

令和８年第１回定例会 

都市建設委員会 

議案第２６号 資料２－１ 
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改正後 改正前 

４ 第５条第１項の許可又は第６条の変更の許可（第５条第１項に係るもの

に限る。）を受けた者は、別表第４に定める額（同表に定めるところによ

り算出した額の合計額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額）の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

の利用料を当該許可を受けた使用期日（以下「使用期日」という。）まで

に指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第２条の５

に規定する夜間照明施設の使用時間に夜間照明施設を備える有料公園施設

を使用するときは、併せて同表に定める夜間照明施設の利用料を支払わな

ければならない。ただし、当該使用期日に有料公園施設を使用しなかった

ときは、当該夜間照明施設の利用料に限りその支払を要しないものとす

る。 

５ 市長は、前項に規定する利用料を指定管理者の収入として収受させるも

のとする。 

４ 第５条第１項の許可又は第６条の変更の許可（第５条第１項に係るもの

に限る。）を受けた者は、別表第５に定める額（同表に定めるところによ

り算出した額の合計額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額）の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

の利用料を当該許可を受けた使用期日（以下「使用期日」という。）まで

に指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第２条の５

に規定する夜間照明施設の使用時間に夜間照明施設を備える有料公園施設

を使用するときは、併せて同表に定める夜間照明施設の利用料を支払わな

ければならない。ただし、当該使用期日に有料公園施設を使用しなかった

ときは、当該夜間照明施設の利用料に限りその支払を要しないものとす

る。 

５ 市長は、前項に規定する利用料を指定管理者の収入として収受させるも

のとする。 

別表第２（第17条関係） 別表第２（第17条関係） 

行為に係る使用料 行為に係る使用料 

区分 単位 金額 

物品の販売又は頒布、募金その他

これらに類する行為 

１人 １日 110.00円 

１平方メート

ル 

１日 33.00円 

業として静止画の撮影を

行う場合 

常時 撮影機１台 １月 1,100.00円 

臨時 撮影機１台 １日 110.00円 

業として動画の撮影を行う場合 １回２時間以内 1,100.00円 

興行を行う場合 １平方メート

ル 

１日 11.00円 

区分 単位 金額 

物品の販売又は頒布、募金その他

これらに類する行為 

１人 １日 110.00円 

１平方メート

ル 

１日 33.00円 

業として写真 の撮影を

行う場合 

常時 写真機１台 １月 1,100.00円 

臨時 写真機１台 １日 110.00円 

業として映画の撮影を行う場合 １回２時間以内 1,100.00円 

興業を行う場合 １平方メート

ル 

１日 11.00円 
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改正後 改正前 

競技会、展示会その他これらに類

する催しのために都市公園の全部

又は一部を独占して利用する場合 

１平方メート

ル 

１日 1.10円 

 

競技会、展示会その他これらに類

する催しのために都市公園の全部

又は一部を独占して利用する場合 

１平方メート

ル 

１日 1.10円 

 

備考 備考 

１ 使用の面積が１平方メートル未満であるとき又はその面積に１平方

メートル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

１ 使用の面積が１平方メートル未満であるとき又はその面積に１平方

メートル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

２ 使用料の額が月額で定められている場合において、使用の期間が１

月未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があるときは、１月

として計算する。 

２ 使用料の額が月額で定められている場合において、使用の期間が１

月未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があるときは、１月

として計算する。 

（削る） 別表第４（第17条関係） 

占用物件 占用料 

単位 額（円） 

法第７条第

１項第１号

に規定する

占用物件 

柱類 第１種電柱 １本につき １年 1,160 

第２種電柱 1,810 

第３種電柱 2,460 

第１種電話柱 1,050 

第２種電話柱 1,700 

第３種電話柱 2,350 

その他 81 

共架電線その他上空に設

ける線類 

長さ１メートルにつき１

年 

10 

地下電線その他地下に設 ５ 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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改正後 改正前 

ける線類 

変圧塔その他これに類す

るもの 

１個につき １年 1,620 

広告塔 表示面積１平方メートル

につき１年 

5,820 

その他のもの 占用面積１平方メートル

につき１年 

1,620 

法第７条第

１項第２号

に規定する

占用物件 

外径が0.1メートル未満の

もの 

長さ１メートルにつき１

年 

54 

外径が 0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 

81 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

100 

外径が 0.2メートル以上

0.4メートル未満のもの 

210 

外径が0.4メートル以上１

メートル未満のもの 

540 

外径が１メートル以上の

もの 

1,080 

法第７条第

１項第３号

に規定する

占用物件 

鉄道、軌道その他これら

に類する施設 

占用面積１平方メートル

につき１年 

1,620 

通路、公共駐車場その他

これらに類する施設 

2,910 

法第７条第

１項第４号

に規定する

占用物件 

郵便差出箱 １個につき １年 680 

公衆電話所 1,620 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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改正後 改正前 

法第７条第１項第６号に規定する占用

物件 

占用面積１平方メートル

につき１日 

24 

法第７条第

１項第７号

に規定する

占用物件 

都市公園法施行令（昭和

31年政令第 290号。以下

「令」という。）第12条

第２項第１号規定する占

用物件 

１本につき １年 1,290 

令第12条第２項第７号に

規定する占用物件 

占用面積１平方メートル

につき１月 

720 

令第12条第２項第８号に

規定する占用物件 

720 

令第12条第２項第９号に

規定する占用物件 

130 

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限

る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電

柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電柱の

うち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電

線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条

以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号

において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４

条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話柱のうち６

条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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改正後 改正前 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電

話柱に設置する電線をいうものとする。 

４ 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいう。 

５ 表示面積、占用面積若しくは長さが１平方メートル若しくは１メートル

未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若しく

は１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又は１メートルと

して計算する。 

６ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未

満であるとき又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計

算し、なお１月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が

月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき又

はその期間に１月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額

が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が１日未満であるとき

又はその期間に１日未満の端数があるときは１日として計算するものとす

る。 

 

別表第４（第17条関係） 

（略） 

別表第５（第17条関係） 

（略） 
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流山市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 流山市都市公園条例の一部を改正する条例（令和６年流山市条例第１１号）の一部を改正する条例 

改正後 改正前 

○流山市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ○流山市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 都市公園 法第２条第１項に規定する都市公園をいう。 (１) 都市公園 法第２条第１項に規定する都市公園をいう。 

(２) 指定都市公園 前号に規定する都市公園のうち、流山市総合運動公

園をいう。 

(２) 指定都市公園 前号に規定する都市公園のうち、流山市総合運動公

園をいう。 

(３) 指定管理者 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項

に規定する法人その他の団体であって市が指定するものをいう。 

 

(４) 公園施設 法第２条第２項に規定する公園施設をいう。 (３) 公園施設 法第２条第２項に規定する公園施設をいう。 

(５) 有料公園施設 前号に規定する公園施設のうち、その使用につき利

用料を収受するものであって、別表第１に掲げるものをいう。 

(４) 有料公園施設 前号に規定する公園施設のうち、その使用につき利

用料を収受するものであって、別表第１に掲げるものをいう。 

(６) 指定公園施設 指定都市公園の公園施設のうち、有料公園施設及び

法第５条第１項に基づき許可を受けた公園施設（指定管理者が行う業務

において同項に基づき許可を受けた公園施設を除く。）を除いたものを

いう。 

(５) 指定公園施設 指定都市公園の公園施設のうち、有料公園施設及び

法第５条第１項に基づき許可を受けた公園施設（指定管理者が行う業務

において同項に基づき許可を受けた公園施設を除く。）を除いたものを

いう。 

(７) 休日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）第３条に規定する休日をいう。 

(６) 休日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）第３条に規定する休日をいう。 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２条の２ 市は、有料公園施設及び指定公園施設の設置目的を効果的に達

成するため、指定管理者                      

                                  

        に有料公園施設及び指定公園施設の管理を行わせるもの

とする。 

第２条の２ 市は、有料公園施設及び指定公園施設の設置目的を効果的に達

成するため、法人その他の団体であって市が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に有料公園施設及び指定公園施設の管理を行わせるもの

とする。 

２ 前項の規定による指定管理者の指定手続等については、流山市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年流山市条例第27号）

２ 前項の規定による指定管理者の指定手続等については、流山市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年流山市条例第27号）

令和８年第１回定例会 

都市建設委員会 
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改正後 改正前 

の定めるところによる。 の定めるところによる。 

  

  

別表第５（第17条関係） 別表第５（第17条関係） 

１ 行為に係る利用料 １ 行為に係る利用料 

 区分 単位 金額   区分 単位 金額  

 物品の販売又は頒

布、募金その他これ

らに類する行為 

１人 １日 111.00円   物品の販売又は頒

布、募金その他これ

らに類する行為 

１人 １日 111.00円  

 １平方メートル １日 33.00円   １平方メートル １日 33.00円  

 業として静

止画の撮影

を行う場合 

常時 撮影機１台 １月 1,100.00円   業として写

真の撮影を

行う場合 

常時 写真機１台 １月 1,100.00円  

 臨時 撮影機１台 １日 110.00円   臨時 写真機１台 １日 110.00円  

 業として動画の撮影

を行う場合 

１回２時間以内 1,100.00円   業として映画の撮影

を行う場合 

１回２時間以内 1,100.00円  

 興行を行う場合 １平方メートル １日 11.00円   興業を行う場合 １平方メートル １日 11.00円  

 競技会、展示会その

他これらに類する催

しのために指定公園

施設の全部又は一部

を独占して利用する

場合 

１平方メートル １日 1.10円   競技会、展示会その

他これらに類する催

しのために指定公園

施設の全部又は一部

を独占して利用する

場合 

１平方メートル １日 1.10円  

備考 備考 

１ 使用の面積が１平方メートル未満であるとき又はその面積に１平方

メートル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

１ 使用の面積が１平方メートル未満であるとき又はその面積に１平方

メートル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

２ 利用料の額が月額で定められている場合において、利用の期間が１

月未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があるときは、１

月として計算する。 

２ 利用料の額が月額で定められている場合において、利用の期間が１

月未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があるときは、１

月として計算する。 

（略） （略） 
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2,692,533 2,639,713

282,718 301,023

670 540

2,975,921 2,941,276

213,469 177,781

480 200

23,850 26,820

18,900 23,580

987,916 973,440

1,593 742

1,246,208 1,202,563

2 2

4,222,131 4,143,841

121,885 114,047

219,630 175,103

26,975 27,041

6,474 7,462

75,732 87,270

1,672,927 1,658,973

128,386 116,957

1,710,206 1,699,369

11,000 11,000

3,973,215 3,897,222

217,990 210,289

20,000 10,000

63 57

238,053 220,346

300 300

20,000 20,000

4,231,568 4,137,868
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922,900 1,012,900

53,813 52,196

736,950 832,500

23,194 43,001

578,800 210,600

40,912 52,415

444 432

300,000 300,000

2,657,013 2,504,044

752,862 1,123,024

400,000 268,780

283,400 448,738

24,729 23,577

4,069 0

270,877 194,333

1,735,937 2,058,452

387,000 121,100

386,300 229,500

18,324 17,229

791,624 367,829

889,942 929,034

10,000 10,000

3,427,503 3,365,315

φ
φ φ

φ
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都市建設委員会行政視察（案）  

 

１  期 日   令和８年５月１１日（月）～  

令和８年５月１３日（水）  

 

２  視 察 地  ・長野県松本市     １日目  

        ・長野県小布施町    ２日目  

        ・長野県長野市     ３日目  

         

３  視察人数   ９人（委員７名・執行部１名・事務局１名）  

 

４  視察事項    

（１）長野県松本市  

   コンパクトシティ＋公共交通ネットワークについて  

（２）長野県小布施町  

 協働と交流のまちづくりについて  

（３）長野県長野市  

   ＡＩオンデマンド交通を含む地域公共交通の再設計について  

 

５  視察経費  １・１・１・３・２・８（予算案計上済）で対応  


